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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 
2019年度第１四半期

連結累計期間
2020年度第１四半期

連結累計期間
2019年度

 
（自2019年４月１日
至2019年６月30日)

（自2020年４月１日
至2020年６月30日)

（自2019年４月１日
至2020年３月31日)

経常収益 百万円 12,052 11,637 45,244

経常利益 百万円 2,542 2,488 5,320

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 1,961 1,841 ―

親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 ― ― 3,784

四半期包括利益 百万円 2,355 6,754 ―

包括利益 百万円 ― ― △11,286

純資産額 百万円 202,672 193,595 187,456

総資産額 百万円 3,520,323 3,566,945 3,485,537

１株当たり四半期純利益 円 109.46 104.67 ―

１株当たり当期純利益 円 ― ― 212.49

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益

円 109.17 104.34 ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 ― ― 211.85

自己資本比率 ％ 5.7 5.4 5.3
 

(注) １　当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２　自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末新株予約権－（四半期）期末非支配株主

持分）を（四半期）期末資産の部合計で除して算出しております。

 
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま

せん。

なお、2020年４月１日付でいわぎんコンサルティング株式会社及びｍａｎｏｒｄａいわて株式会社を設立し、当行

の連結子会社としております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

  また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 ・ 財政状態及び経営成績の状況

2020年度第１四半期の経済状況は、新型コロナウイルス感染症の影響により企業収益は急速に減少したほか、

雇用情勢も弱い動きとなったものの、個人消費は緊急事態宣言の解除に伴い持ち直しの動きがみられるなど、全

体としての景気基調は、極めて厳しいものの下げ止まりつつある状況となりました。当行の主たる営業基盤であ

ります岩手県内経済につきましては、雇用情勢は低下基調となり、生産活動も弱い動きが続いているほか、個人

消費も低調な動きとなるなど、厳しい展開となりました。

このような状況にありまして、当第１四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績は次のとおりとなりまし

た。

（財政状態）

主要勘定につきましては、預金等（譲渡性預金を含む）は、個人預金の増加を主因として前連結会計年度末比

410億円増加し３兆2,423億円となりました。

貸出金は、法人向け貸出や個人向け貸出が増加したことから、前連結会計年度末比365億円増加し、１兆8,516

億円となりました。

有価証券は、社債等の残高が増加したことなどにより、前連結会計年度末比712億円増加し、１兆2,714億円と

なりました。

（経営成績）

損益状況につきましては、経常収益は、資金運用収益が減少したことなどから、前年同期比４億15百万円減の

116億37百万円となりました。

経常費用は、有価証券関係損失が減少したことなどから、前年同期比３億60百万円減の91億49百万円となりま

した。

この結果、経常利益は前年同期比54百万円減の24億88百万円となりました。

また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、同１億20百万円減の18億41百万円となりました。

（セグメント別経営成績）

セグメント別の経営成績につきましては、銀行業での経常収益は前年同期比６億36百万円減の104億42百万円、

セグメント利益は同４億40百万円減の21億89百万円となりました。

リース業での経常収益は、前年同期比19百万円増の10億51百万円、セグメント損失は同６百万円損失が増加

し、20百万円となりました。

クレジットカード業・信用保証業での経常収益は、前年同期比４億13百万円増の７億90百万円、セグメント利

益は同５億２百万円増の５億77百万円となりました。

なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、当第

１四半期連結累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。詳細は、「第４ 経理の状況 １ 

四半期連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等) セグメント情報」の「２．報告セグメントの変更等に関

する事項」に記載しております。
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（参考）

① 国内・国際業務部門別収支

資金運用収支は、有価証券利息配当金が減少したことなどから、前第１四半期連結累計期間比５億27百万円減

の69億71百万円となりました。内訳を見ますと、国内業務部門が前第１四半期連結累計期間比４億87百万円減の

67億24百万円、国際業務部門が同40百万円減の２億46百万円となりました。

役務取引等収支は、融資関連手数料が減少したことなどにより、前第１四半期連結累計期間比３億19百万円減

の10億43百万円となりました。

その他業務収支は、国債等債券償還損の減少などにより、前第１四半期連結累計期間比２億43百万円増の１億

61百万円となりました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期連結累計期間 7,211 286 7,498

当第１四半期連結累計期間 6,724 246 6,971

　うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 7,443 365

7
7,801

当第１四半期連結累計期間 6,944 265
6

7,203

　うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 231 78

7
303

当第１四半期連結累計期間 220 18
6

232

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 1,359 3 1,362

当第１四半期連結累計期間 1,039 3 1,043

　うち役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 2,154 7 2,162

当第１四半期連結累計期間 1,874 8 1,882

　うち役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 795 4 799

当第１四半期連結累計期間 834 4 839

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 △28 △53 △82

当第１四半期連結累計期間 186 △24 161

　うちその他業務収益
前第１四半期連結累計期間 983 47 1,030

当第１四半期連結累計期間 1,190 － 1,190

　うちその他業務費用
前第１四半期連結累計期間 1,012 100 1,113

当第１四半期連結累計期間 1,004 24 1,029
 

（注）１ 国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取引であ

ります。ただし、当行の円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２ 資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第１四半期連結累計期間０百万円、当第１四半期連結累計期間

０百万円)を控除して表示しております。

３  資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利

息であります。
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② 国内・国際業務部門別役務取引の状況

役務取引等収益は、融資関連手数料が減少したことなどにより、前第１四半期連結累計期間比２億80百万円減

の18億82百万円となりました。内訳を見ますと、国内業務部門が前第１四半期連結累計期間比２億80百万円減の

18億74百万円、国際業務部門が前第１四半期連結累計期間比１百万円増の８百万円となりました。

役務取引等費用は、前第１四半期連結累計期間比40百万円増の８億39百万円となりました。内訳を見ますと、

国内業務部門が前第１四半期連結累計期間比39百万円増の８億34百万円、国際業務部門が前年同期並みの４百万

円となりました。

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 2,154 7 2,162

当第１四半期連結累計期間 1,874 8 1,882

　うち預金・貸出業務
前第１四半期連結累計期間 506 － 506

当第１四半期連結累計期間 337 － 337

　うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 594 7 602

当第１四半期連結累計期間 602 7 609

　うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 249 － 249

当第１四半期連結累計期間 202 － 202

　うち証券関係業務
前第１四半期連結累計期間 108 － 108

当第１四半期連結累計期間 83 － 83

　うち保護預り・
　貸金庫業務

前第１四半期連結累計期間 4 － 4

当第１四半期連結累計期間 4 － 4

　うち保証業務
前第１四半期連結累計期間 104 0 104

当第１四半期連結累計期間 98 0 98

　うちクレジット
　カード業務

前第１四半期連結累計期間 243 － 243

当第１四半期連結累計期間 220 － 220

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 795 4 799

当第１四半期連結累計期間 834 4 839

　うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 84 1 86

当第１四半期連結累計期間 80 1 82
 

（注）国際業務部門には、当行及び連結子会社の外国為替業務等に関する収益、費用を計上しております。
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③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高(末残)

 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期連結会計期間 2,963,727 3,757 2,967,485

当第１四半期連結会計期間 3,087,730 3,755 3,091,486

　うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 1,857,656 － 1,857,656

当第１四半期連結会計期間 2,024,100 － 2,024,100

　うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 1,088,236 － 1,088,236

当第１四半期連結会計期間 1,046,140 － 1,046,140

　うちその他
前第１四半期連結会計期間 17,834 3,757 21,592

当第１四半期連結会計期間 17,489 3,755 21,244

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 167,687 － 167,687

当第１四半期連結会計期間 150,899 － 150,899

総合計
前第１四半期連結会計期間 3,131,414 3,757 3,135,172

当第１四半期連結会計期間 3,238,630 3,755 3,242,385
 

（注）１　流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

２　定期性預金＝定期預金＋定期積金

３　国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取引であ

ります。ただし、当行の円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

 

④ 国内・特別国際金融取引勘定別貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況(末残・構成比)

 

業種別
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

1,773,363 100.00 1,851,643 100.00

　製造業 166,932 9.41 180,916 9.77

　農業，林業 8,077 0.46 8,122 0.44

　漁業 1,493 0.08 1,228 0.07

　鉱業，採石業，砂利採取業 2,557 0.14 2,492 0.14

　建設業 54,397 3.07 56,666 3.06

　電気・ガス・熱供給・水道業 79,053 4.46 83,547 4.51

　情報通信業 13,523 0.76 14,340 0.77

　運輸業，郵便業 29,376 1.66 46,463 2.51

　卸売業，小売業 142,195 8.02 144,691 7.81

　金融業，保険業 166,186 9.37 181,749 9.82

　不動産業，物品賃貸業 177,252 10.00 186,522 10.07

　各種サービス業 142,132 8.01 146,307 7.90

　地方公共団体 365,459 20.61 350,351 18.92

　その他 424,726 23.95 448,241 24.21

特別国際金融取引勘定分 － － － －

　政府等 － － － －

　金融機関 － － － －

　その他 － － － －

合計 1,773,363 ― 1,851,643 ―
 　　

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 49,450,000

計 49,450,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年８月６日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 18,497,786 18,497,786
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は
100株であります。

計 18,497,786 18,497,786 ― ―
 

（注）「提出日現在発行数」には、2020年８月１日から四半期報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2020年６月30日 ― 18,497 ― 12,089 ― 4,811

 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2020年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

 2020年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 907,800
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 17,499,400
 

174,994 ―

単元未満株式 普通株式 90,586
 

― ―

発行済株式総数 18,497,786 ― ―

総株主の議決権 ― 174,994 ―
 

（注）「単元未満株式」の欄の普通株式には、当行所有の自己株式97株が含まれております。

　

 

② 【自己株式等】

  2020年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社岩手銀行

盛岡市中央通一丁目
２番３号

907,800 － 907,800 4.90

計 ― 907,800 － 907,800 4.90
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第

64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982

年大蔵省令第10号)に準拠しております。

 

２  当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(自　2020年４月１日　至　

2020年６月30日)及び第１四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年６月30日)に係る四半期連結財務諸表

について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

 現金預け金 370,821 215,992

 コールローン及び買入手形 － 135,000

 買入金銭債権 4,839 4,589

 金銭の信託 10,750 5,873

 有価証券 ※1  1,200,177 ※1  1,271,438

 貸出金 ※2  1,815,083 ※2  1,851,643

 外国為替 3,933 2,919

 その他資産 64,050 63,487

 有形固定資産 16,825 16,868

 無形固定資産 1,464 1,424

 退職給付に係る資産 3,697 3,788

 繰延税金資産 492 379

 支払承諾見返 5,358 5,262

 貸倒引当金 △11,959 △11,721

 資産の部合計 3,485,537 3,566,945

負債の部   

 預金 2,965,408 3,091,486

 譲渡性預金 235,976 150,899

 コールマネー及び売渡手形 － 19,464

 借用金 56,552 66,538

 外国為替 4 27

 その他負債 29,245 31,906

 役員賞与引当金 25 5

 退職給付に係る負債 2,483 2,477

 役員退職慰労引当金 24 21

 睡眠預金払戻損失引当金 420 406

 偶発損失引当金 228 234

 繰延税金負債 2,354 4,619

 支払承諾 5,358 5,262

 負債の部合計 3,298,081 3,373,349

純資産の部   

 資本金 12,089 12,089

 資本剰余金 5,666 5,666

 利益剰余金 156,688 157,912

 自己株式 △3,905 △3,883

 株主資本合計 170,539 171,785

 その他有価証券評価差額金 23,083 27,673

 繰延ヘッジ損益 △4,102 △3,856

 退職給付に係る調整累計額 △2,289 △2,211

 その他の包括利益累計額合計 16,691 21,605

 新株予約権 224 204

 純資産の部合計 187,456 193,595

負債及び純資産の部合計 3,485,537 3,566,945
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

経常収益 12,052 11,637

 資金運用収益 7,801 7,203

  （うち貸出金利息） 4,333 4,270

  （うち有価証券利息配当金） 3,461 2,918

 役務取引等収益 2,162 1,882

 その他業務収益 ※1  1,030 ※1  1,190

 その他経常収益 ※2  1,057 ※2  1,360

経常費用 9,509 9,149

 資金調達費用 303 232

  （うち預金利息） 103 87

 役務取引等費用 799 839

 その他業務費用 ※3  1,113 ※3  1,029

 営業経費 6,745 6,717

 その他経常費用 ※4  547 ※4  330

経常利益 2,542 2,488

特別利益 1 6

 固定資産処分益 1 6

特別損失 26 1

 固定資産処分損 3 1

 減損損失 23 －

税金等調整前四半期純利益 2,517 2,493

法人税、住民税及び事業税 74 410

法人税等調整額 481 242

法人税等合計 556 652

四半期純利益 1,961 1,841

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,961 1,841
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益 1,961 1,841

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 613 4,589

 繰延ヘッジ損益 △256 246

 退職給付に係る調整額 36 77

 その他の包括利益合計 393 4,913

四半期包括利益 2,355 6,754

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,355 6,754
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

連結の範囲の重要な変更

いわぎんコンサルティング株式会社及びｍａｎｏｒｄａいわて株式会社は新規設立により、当第１四半期連結会計

期間から連結の範囲に含めております。

 
(追加情報)

当第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束

時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額は

次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

 8,338百万円 8,674百万円
 

 

※２ 貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

破綻先債権額 947百万円 986百万円

延滞債権額 33,606百万円 33,891百万円

３ヵ月以上延滞債権額 0百万円 0百万円

貸出条件緩和債権額 4,682百万円 5,106百万円

合計額 39,237百万円 39,985百万円
 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１ その他業務収益には、次のものを含んでおります。

 

 
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

国債等債券売却益 59百万円 116百万円
 

 

※２ その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 

 
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

株式等売却益 749百万円 926百万円

貸倒引当金戻入益 158百万円 231百万円
 

 

※３ その他業務費用には、次のものを含んでおります。

 

 
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

国債等債券売却損 3百万円 107百万円

国債等債券償還損 162百万円 20百万円
 

 

※４ その他経常費用には、次のものを含んでおります。
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前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

株式等売却損 85百万円 161百万円

株式等償却 307百万円 62百万円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産等に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

減価償却費 437百万円 417百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　2019年４月１日　至　2019年６月30日)

１　配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月21日
定時株主総会

普通株式 627 35 2019年３月31日 2019年６月24日
その他

利益剰余金
 

 

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　

該当事項はありません。

　

３　株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 
当第１四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年６月30日)

１　配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月23日
定時株主総会

普通株式 615 35 2020年３月31日 2020年６月24日
その他

利益剰余金
 

 

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　

該当事項はありません。

　

３　株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額銀行業 リース業

クレジット
カード業・
信用保証業

計

経常収益         

外部顧客に対す
る経常収益

10,903 966 268 12,139 ― 12,139 △87 12,052

セグメント間の
内部経常収益

174 65 108 348 ― 348 △348 ―

計 11,078 1,032 377 12,488 ― 12,488 △436 12,052

セグメント利益又
は損失（△）

2,629 △14 75 2,690 ― 2,690 △147 2,542
 

(注)　１．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２．「リース業」の区分は、リース業務のほか、電算機処理受託業務を含んでおります。

３．「その他」の区分に該当する事業はありません。

４．外部顧客に対する経常収益の調整額△87百万円は、貸倒引当金繰入額等の調整であります。

５．セグメント利益又は損失の調整額は、主としてセグメント間取引消去であります。

６．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  （固定資産に係る重要な減損損失）

銀行業セグメントにおいて、営業利益の減少によりキャッシュ・フローが低下した資産および地価が著しく下

落した資産等について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上して

おります。

なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては、23百万円であります。

　（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

　（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額銀行業 リース業

クレジット
カード業・
信用保証業

計

経常収益         

外部顧客に対す
る経常収益

10,175 995 678 11,849 0 11,849 △211 11,637

セグメント間の
内部経常収益

267 55 112 435 9 444 △444 －

計 10,442 1,051 790 12,285 9 12,294 △656 11,637

セグメント利益又
は損失（△）

2,189 △20 577 2,746 △21 2,725 △236 2,488
 

(注)　１．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２．「リース業」の区分は、リース業務のほか、電算機処理受託業務を含んでおります。

３．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンサルティング業務・

地域商社業務を含んでおります。

４．外部顧客に対する経常収益の調整額△211百万円は、貸倒引当金繰入額等の調整であります。

５．セグメント利益又は損失の調整額は、主としてセグメント間取引消去であります。

６．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 
２．報告セグメントの変更等に関する事項
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当行グループは、前第１四半期連結会計期間においては、報告セグメントが「銀行業」のみであったため、セ

グメント情報の記載を省略しておりましたが、前第４四半期連結会計期間より「リース業」、当第１四半期連結

会計期間より「クレジットカード業・信用保証業」について、それぞれ量的な重要性が増したため、当第１四半

期連結会計期間において、報告セグメントを「銀行業」「リース業」「クレジットカード業・信用保証業」に変

更しております。

また、2020年４月１日付で新規設立し連結子会社とした、いわぎんコンサルティング株式会社（コンサルティ

ング業務・2020年７月１日開業）及びｍａｎｏｒｄａいわて株式会社（地域商社業務・2020年６月１日開業）に

ついては「その他」に含めております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載

しております。

 
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  （固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

　（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

　（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

 
(金融商品関係)

 前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないことから、記載を省略しております。

 

(有価証券関係)

 前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないことから、記載を省略しております。

 
(金銭の信託関係)

 該当事項はありません。

 

(デリバティブ取引関係)

 前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないことから、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次の

とおりであります。

 

  
前第１四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
 至　2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
 至　2020年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益 円 109.46 104.67

  (算定上の基礎)    

   親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 1,961 1,841

    普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益

百万円 1,961 1,841

    普通株式の期中平均株式数 千株 17,915 17,590

(2) 潜在株式調整後
　　１株当たり四半期純利益

円 109.17 104.34

  (算定上の基礎)    

　　親会社株主に帰属する四半期純利益
調整額

百万円 － －

    普通株式増加数 千株 47 56

  うち新株予約権 千株 47 56

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な
変化があったものの概要

 － －

 

 

(重要な後発事象)

 該当事項はありません。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2020年８月６日

株式会社岩手銀行

取締役会　御中

 
有限責任 あずさ監査法人

   仙台事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 神　　宮　　厚　　彦 ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 高　　橋　　秀　　和 ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 成　　島　　　　　徹 ㊞

 

 

監査人の結論 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社岩手銀

行の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６

月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社岩手銀行及び連結子会社の2020年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

  

監査人の結論の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
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手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。 

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。 

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。 

 
利害関係 

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以　上

 

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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